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法
と
、
出
口
に
な
る
事
業
者
が
選
定
さ
れ
施
設
の

管
理
運
営
が
本
格
化
し
て
か
ら
の
評
価
を
充
実
し
、

危
機
に
備
え
る
手
法
で
あ
る
。

　

一
方
、
ソ
フ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
制
度
を
そ
れ

ほ
ど
重
要
と
は
考
え
な
い
。
危
機
管
理
の
基
本
は
、

制
度
で
は
な
く
、
施
設
担
当
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識

の
問
題
で
あ
り
、
認
識
や
知
識
に
関
わ
る
課
題
と

考
え
る
。
制
度
に
代
え
て
よ
り
基
本
的
な
職
場
環

境
の
改
善
等
に
力
点
を
置
き
、
不
測
事
態
を
生
み

出
さ
な
い
職
場
の
雰
囲
気
や
文
化
を
作
り
出
そ
う

と
す
る
の
が
、
ソ
フ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

そ
の
内
、
今
回
は
入
口
で
あ
る
指
定
管
理
者
の

選
定
過
程
を
危
機
管
理
対
策
と
い
う
文
脈
か
ら
を

説
明
す
る
。
事
業
者
の
選
定
に
は
、「
公
募
」と「
そ

れ
以
外
」の
２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
市
町
村
の
場
合
、

施
設
を
指
定
管
理
者
に
委
託
す
る
件
数
は
、
総
計

５
万
８
７
１
２
件
に
な
る
。
そ
の
内
、
公
募
で
候
補

者
が
決
ま
る
の
は
、
２
万
２
８
３
７
件（
38
・
９
％
）

で
あ
る
。
こ
れ
以
上
に
多
い
の
は
、
旧
制
度
の
管

理
受
託
者
を
そ
の
ま
ま
指
名
す
る
事
例
と
、
す
で

に
委
託
し
て
い
る
指
定
管
理
者
を
引
き
続
き
選
定

す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
合
わ
せ
て

３
万
１
３
９
７
件（
53
・
５
％
）に
な
る
。

　

公
募
が
最
善
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
公
募
に

し
て
も
応
募
者
が
少
な
く
、
制
度
が
時
間
と
経
費

の
浪
費
に
終
わ
る
場
合
も
多
い
。
た
だ
、
都
道
府

県
（
63
・
８
％
）、
政
令
指
定
都
市
（
63
・
３
％
）
に

比
較
す
る
と
、
市
町
村
の
公
募
率
が
低
い
こ
と
が

目
を
引
く
。
経
験
則
か
ら
言
う
と
、
公
募
以
外
の

方
法
を
と
れ
ば
、
自
治
体
の
リ
ス
ク
は
上
が
る
。

そ
の
こ
と
を
示
す
事
例
が
、
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し

て
い
る
。

　

ボ
ス
ト
ン
の
ロ
ー
ガ
ン
空
港
の
警
備
は
、
伝
統

的
に
市
長
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
き
た
。

過
去
、
空
港
の
警
備
管
理
は
市
長
選
挙
に
貢
献
し

た
企
業
に
委
託
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
ロ
ー
ガ
ン
空
港
の
警
備
員
は
質
が
悪
く
、

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
対
策
は
緩
慢
と
い
う
悪
評
を
得
て

き
た
。
事
実
、
２
０
０
１
年
９
月
11
日
に
は
10
名

以
上
の
テ
ロ
リ
ス
ト
が
、
全
員
、
ロ
ー
ガ
ン
空
港

の
警
戒
を
す
り
抜
け
民
間
航
空
に
乗
り
こ
ん
で
い

る
。
彼
等
が
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
に
成
功
し
、
９
・
11

の
テ
ロ
事
件
に
連
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
こ
の
失
敗
を
き
っ
か
け
に
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
急き

ゅ
う
き
ょ遽

、
空
港
警
備
を
民
間
か
ら
連
邦
政
府
の

管
轄
下
に
置
く
こ
と
に
変
え
た
。

指
定
管
理
者
の
公
募
と
課
題

　

公
募
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
の
多
く
が
既
に
選
定

基
準
を
作
成
し
て
い
る
。
運
用
選
定
手
続
き
を
含

め
、
選
定
に
関
す
る
資
料
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
多
い
。
横
浜
市
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
自
治
体

の
多
く
は
施
設
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

や
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ

に
管
理
経
費
の
節
減
や
受
諾
団
体
の
業
務
遂
行
能
力

な
ど
を
選
定
の
基
準
要
件
と
し
て
き
た
。

　

そ
れ
ら
を
間
違
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
既
存
の
選
定
基
準
に
も
う
一
つ
、
危
機
管
理

責
任
を
明
確
に
示
し
た
要
件
を
付
け
加
え
る
べ
き

で
な
い
か
。
緊
急
時
の
命
令
系
統
が
確
立
さ
れ
て

い
る
か
、
不
測
事
態
の
発
生
に
備
え
職
員
の
召
集

態
勢
が
作
ら
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
、
利
用
者

の
安
全
を
守
る
対
策
は
十
分
か
な
ど
を
、
指
定
管

理
者
に
名
乗
り
を
挙
げ
た
候
補
団
体
に
質た

だ

す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
も
と
も
と
自
治
体
施
設

の
管
理
運
営
に
、
多
様
な
事
業
主
体
が
参
入
す
る

こ
と
を
企
図
し
て
創
設
さ
れ
て
い
る
。
事
業
者
の

選
定
基
準
を
む
や
み
に
上
げ
た
り
、
あ
ま
り
窮
屈

に
す
る
と
、
制
度
本
来
の
意
図
が
生
か
さ
れ
な
い

と
い
う
問
題
が
出
る
。
こ
の
矛
盾
を
緩
和
す
る
た

め
、
面
接
な
ど
選
定
作
業
で
集
め
た
結
果
は
、
出

来
る
限
り
定
量
化
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

応
募
し
て
き
た
事
業
者
の
評
価
を
指
数
化
し
、
そ

の
上
で
総
合
点
に
基
づ
き
候
補
者
を
決
め
る
方
法

を
採
る
必
要
が
あ
る
。
自
治
体
が
客
観
的
な
デ
ー

タ
に
基
づ
い
て
進
め
た
選
定
作
業
は
、
リ
ス
ク
を

低
減
さ
せ
る
回
避
策
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
ほ
ぼ

間
違
い
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

指
定
管
理
者
─
制
度
創
設
か
ら
の
10
年

　

２
０
１
３
年
は
、
指
定
管
理
者
制
度
が
始
ま
っ
て

10
年
、
節
目
の
年
に
当
た
る
。
２
０
１
３
年
4
月
号

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
指
定
管
理
者
制
度
に
は
利

点
も
多
い
が
課
題
も
残
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
誰
が
責
任
を
と
る
か
、
責

任
主
体
の
明
確
化
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ

れ
に
は
2
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

自
治
体
の
多
く
が
指
定
管
理
者
制
度
を
経
済
性
や

利
便
性
と
い
う
側
面
か
ら
評
価
し
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。
事
件
や
事
故
が
発
生
す
る
可
能
性
な
ど
危

機
管
理
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
こ
の
制
度
を
考
え

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

２
つ
目
に
、
こ
の
制
度
に
は
発
注
者
の
自
治
体

と
、
受
注
者
で
あ
る
事
業
者
と
の
呼
吸
が
合
わ
な

い
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
自
治
体
は
民
間
企
業
な

ど
に
事
業
の
管
理
運
営
を
委
託
し
、
協
働
態
勢
を

と
る
こ
と
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
期
待
し
て

い
る
。
一
方
、
委
託
さ
れ
た
側
は
、
自
治
体
サ
イ

ド
と
は
異
な
る
動
機
か
ら
、
こ
の
制
度
に
参
入
す

る
場
合
が
多
い
。
施
設
の
管
理
と
運
営
を
任
さ
れ

た
事
業
者
に
と
っ
て
、
指
定
管
理
者
制
度
は
格
好

の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
手
が
け
た
こ
と

の
な
い
事
業
に
も
、
利
益
追
求
を
目
的
に
指
定
管

理
者
と
し
て
手
を
挙
げ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
起

こ
る
。
指
定
管
理
者
制
度
自
体
に
危
機
が
潜
む
と

見
込
ま
れ
る
理
由
で
あ
る
。

　

制
度
が
抱
え
る
矛
盾
が
、
指
定
取
り
消
し
な

ど
の
事
例
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
総
務
省
が

２
０
１
２
（
平
成
24
年
）
年
に
公
表
し
た
調
査
結
果

を
市
町
村
に
限
っ
て
紹
介
す
る
と
、
２
０
０
９
（
平

成
21
年
）年
か
ら
２
０
１
２（
平
成
24
年
）年
の
３
年

間
に
、
指
定
管
理
者
の
指
定
取
り
消
し
な
ど
の
措

置
が
と
ら
れ
た
件
数
は
、
合
計
１
７
２
４
件
に
上

る
。
そ
の
う
ち
、
１
０
４
５
件（
60
・
６
％
）は「
指

定
期
間
の
満
了
を
も
っ
て
指
定
管
理
者
制
度
に
よ

る
管
理
を
取
り
止
め
た
事
例
」
に
当
た
る
。
施
設
の

休
止
や
廃
止
、
そ
れ
に
統
合
、
あ
る
い
は
民
間
へ

の
譲
渡
な
ど
が
、
満
期
終
了
の
理
由
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
指
定
期
間
内
に
指
定
管
理
者
の
指
定

が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
は
、
６
３
５
件（
36
・
８
％
）

に
な
る
。
そ
の
中
身
は
、
事
業
者
が
経
営
困
難
で

撤
退
し
た
例
が
１
２
７
件
（
20
・
０
％
）、
そ
れ

に
指
定
管
理
者
の
不
正
に
よ
る
取
り
消
し
が
23
件

（
３
・
６
％
）
な
ど
で
あ
る
。
他
に
は
、
業
務
不
履
行

に
よ
る
取
り
消
し
が
あ
る
が
、
そ
の
数
は
９
件（
１
・

４
％
）
で
あ
る
（
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
経
営
支

援
室
、
平
成
24
年
11
月
、「
公
の
施
設
の
指
定
管
理

者
制
度
の
導
入
状
況
等
に
関
す
る
調
査
結
果
」）。

指
定
管
理
者
制
度 

─
選
定
段
階
で
の
危
機
管
理

　

不
測
事
態
の
発
生
に
、
自
治
体
は
ど
う
対
処
す
る

か
。
対
応
策
に
は
、
大
き
く
2
つ
の
方
法
が
あ
る
。

　

一
つ
は
「
ハ
ー
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」（H

ard 
A

pproach

）、
も
う
一
つ
は
「
ソ
フ
ト
・
ア
プ
ロ
ー

チ
」（Soft A

pproach

）
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
・
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
規
則
や
規
制
な
ど
制
度
を
充
実
し
、

リ
ス
ク
回
避
に
当
た
ろ
う
と
す
る
施
策
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
さ
ら
に
２
つ
の
項
目
に
枝
分
か
れ
す
る
。

制
度
の
入
口
の
部
分
に
当
た
る
、
指
定
管
理
者
の

選
定
作
業
を
精
緻
化
し
リ
ス
ク
低
減
を
目
指
す
方

指
定
管
理
者
制
度
の
危
機
管
理

─
自
治
体
の
事
前
準
備
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